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～近年の法改正～

本日の内容

• 改正育児・介護休業法（令和４年４、１０月、令和５年４月

令和７年４月、１０月）

• パワーハラスメント防止措置（令和４年４月）

• 時間外労働の割増賃金率の引き上げ（令和５年４月）

• 労働条件明示義務（令和６年４月）

• 障害者の法定雇用率の引き上げ、算定特例（令和６年４月）
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改正内容（育児・介護休業法）

令和４年４月１日施行

令和４年１０月１日施行

令和５年４月１日施行

①妊娠・出産を申出た労働者に対し
個別の制度周知・休業意向確認と雇用環境整備の措置

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

③出生時育児休業（産後パパ育休）の創設
④育児休業の分割取得など

⑤育児休業取得状況の公表の義務化（1000人超企業）
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※要確認
⑩介護
⑪3歳前
⑫＋α配慮

※更新有
⑨300人超へ



改正内容（育児・介護休業法）
令和７年４月１日施行

令和７年１０月１日施行

⑥子の看護休暇の対象・取得事由拡大
⑦所定外労働の制限の対象拡大
⑧テレワーク導入の努力義務化

短時間勤務の代替措置にテレワークを追加
⑨育児休業取得状況の公表義務企業拡大(300人超企業)
⑩介護離職防止のための個別周知・意向確認と

雇用環境の整備等の義務化

⑪3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する
柔軟な働き方実現のための措置の義務化

⑫両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
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政府の目標
男性の育児休業取得率

2025年までに50％
2030年までに85％

出典：令和6年度版 厚生労働白書背景
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出典：内閣府 令和４年版少子化社会対策白書

2022年
1.26
↓

2023年
1.20

2022年
777,047人

↓
2023年

727,288人

未婚化
晩婚化
晩産化

等

8年連続
最低を更新中…
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出典：令和6年度版厚生労働白書
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出典：令和6年度版厚生労働白書



産後休業
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出産
(予定)日

妊娠
判明

産前
６週間

産後
８週間 １歳 １歳

６か月 ３歳 就学

所定外労働の制限（契約上定めた時間を超える残業）
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

時間外労働（法律で定められている時間を超える残業）・深夜業の制限
・労働者の請求で、制限時間（１月２４時間、１年１５０時間）を超える時間外労働・22時～5時の労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

子の看護休暇
・病気・けがをした子の看護や、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子が１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（時間単位で利用可）

育児休業 【原則】1歳までの期間（最⾧２歳）

変形労働時間制の制限、
時間外・休日労働・深夜業の制限

２歳

出生時育児休業
(産後パパ育休)

坑内業務・危険有害業務の就業制限

育児時間

所定労働時間の短縮措置等
【原則】 短時間勤務制度 （１日の所定労働時間を６時間に短縮）
※短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置有り

軽易業務への転換
変形労働時間制の制限、

時間外・休日労働・深夜業の制限

産前休業

坑内業務・危険有害業務の就業制限

母性健康管理措置（保健指導・健康診査を受けるための時間の確保、医師からの指導を守ることができるようなの措置）

出産手当金
育児休業給付金

社会保険料の免除社会保険料の免除、産休・育休終了後の特例

１歳
2か月

出産一時金

申出後 個別周知
意向確認



①ー１個別の制度周知・休業取得意向確認 R4.4月～

本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、
事業主は育児休業制度等に関する事項を個別に周知し、
意向確認の措置を行わなければならない。

おめでとう！
妊娠しました

わが社にはこのような
育休制度があります。

育休取得しませんか？

個別周知
意向確認

妊娠・出産
申出
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①育児休業・出生時育児休業に関する制度内容
②育児休業・出生時育児休業の申出先
③育児休業給付に関すること
④休業期間に負担すべき社会保険料の取扱い

（本人又は配偶者の）妊娠・出産等の申出をした労働者

育児休業取得の意向（検討中もOK）

①面談（オンライン可）
②書面交付
③FAX
④電子メール等

出産予定日の１か月半以上前 ⇒ 出産予定日の１か月前まで
〃 １か月半前から１か月前の間 ⇒ 申出から２週間以内など
〃 １か月前から２週間前の間 ⇒ 申出から１週間以内など
〃 ２週間前以降や、子の出生後 ⇒ できる限り速やかに

（労働者が希望した場合のみ）

①ー１個別の制度周知・休業取得意向確認 R4.4月～

対象者

周知事項

確認事項

方法

実施時期

☑全項目を周知

11

育児



出典：厚生労働省ホームページ
個別周知・意向確認記載例
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①ー２育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 R4.4月～

育児休業と出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにする
ため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければならない。

①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
②育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備
③自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の

収集・提供
④自社の労働者への育児休業・出生時育児休業制度と

育児休業取得促進に関する方針の周知
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育児



①研修 ②相談体制の整備

○〇社の
育児・介護休業制度

☑少なくとも管理職は研修を受けさせる

・取得者以外にも制度を理解させ、
取得しやすい環境を整えられる。

・ハラスメントを抑制する。

育児休業等に関する相談窓口
総務部 〇〇 〇〇

内線：（192）
✉：ikuji-info@▯▯▯

お気軽にご相談ください

☑形式的ではダメ！
・実質対応可能な体制を整えておく。
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介護休業等に関する相談窓口
総務部 〇〇 〇〇

内線：（192）
✉：ikuji-info@▯▯▯

お気軽にご相談ください



③事例の収集・提供 ④各制度と取得促進
に関する方針の周知

育児（介護）休業の取得事例

営業部 広報課 〇〇〇〇
取得期間（Ｒ5.6.8～R5.8.31）

・取得までの経緯
R4.10月 上司へ報告
R4.12月 取得について面談
R5. 4月 申出書提出

・取得にあたり準備したこと
・休業中の過ごし方
・復職後の働き方
・取得してよかったこと
・取得検討中の方へのメッセージ
・上司からのメッセージ

（業務体制で工夫したこと、今後の改善点）

☑労働者が閲覧できるようにすること

仕事と育児・介護の両立を支援します！！
～誰もが安心して働きながら育児・介護できる会社へ～

事業主の方針・メッセージ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
代表取締役〇〇〇〇

当社の育児休業、その他両立支援制度

積極的にご利用ください！

※妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントは
固く禁止します。

育児休業 □□□□□□□□□□

産後パパ育休 □□□□□□□□□□

子の看護休暇 □□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□

・身近な例を知ることで、取得を促す
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令和7年4月～※⑩で説明

介護休業、介護両立支援制度等についても
個別周知や意向確認、
雇用環境の整備が義務化されます！

【介護の両立支援制度等】
・介護休暇
・所定外労働の制限
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・所定労働短縮等の措置

令和7年10月～※⑪で説明

3歳以上、小学校就学前の子を養育する
労働者に関する柔軟な働き方についても
個別周知や意向確認が義務化！



②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 R4.4月～

育児休業
（１）引き続き雇用された期間が１年以上
（２）１歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない

介護休業
（１）引き続き雇用された期間が１年以上
（２）介護休業開始予定日から起算して、９３日経過日から６か月を経過する日まで

に契約が満了することが明らかでない

～令和４年３月３１日令和４年４月１日～

・☑規定の中に（１）の要件が残っていれば削除！
・☑入社１年未満の労働者を対象外とする場合は労使協定を締結しましょう。
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③出生時育児休業（産後パパ育休）の創設 R4.10月～

育児休業 出生時育児休業
有期雇用
労働者の
要件

子が1歳6か月までの間に
契約が満了することが明らかでない者

子の出生日または出産予定日の遅い方から
起算して8週間を経過する日の翌日から
6か月を経過するまでに契約が満了すること
が明らかでない者

期 間 原則、子が1歳に達するまで
（特別な事情がある場合最大2歳まで）
※パパママ育休プラスは子が1歳2か月
までの間の1年間

子の出生後8週間以内のうちの
通算4週間（２８日間）

回 数 2回まで分割可能
（それぞれに申し出）

2回まで分割可能
（初回にまとめて申出）

申出期限 原則、1か月前まで 原則、休業の２週間前まで
（労使協定締結で最大1か月前）

休業中の
就業

原則、就業不可 労使協定の締結があれば可能
※希望通り就業させる必要はない
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④育児休業の分割取得等 R4.10月～

・1歳までの育児休業が分割して2回取得可能となる
※産後パパ育休とは別に取得可能
※1歳6か月、2歳までの育児休業は分割不可
※分割した各々につき、開始日の繰上げ変更（一定の場合のみ）

終了日の繰下げ変更（事由問わず）が可能

・1歳以降の育児休業開始日の柔軟化
今まで：1歳以降の休業開始日は、

各期間の初日（1歳の誕生日、1歳6か月誕生日応当日）に限る
改正後：夫婦どちらか（A）が各期間の初日に開始していれば、

もう片方（B）は（A）の終了予定日翌日以前を開始日にできる
⇒配偶者との育児休業に切れ目がなければOK
⇒途中で夫婦交代が可能

・特別な事情がある場合、1歳以降の育児休業の取得が可能
他の子の産休、新たな育休、介護休業の開始で育児休業が終了した際、
その対象となる子等が死亡等したときは再取得可能

1歳 1歳半

産休

第1子

第２子

×

×

1歳 1歳半

（A）

（B）

☑規定の見直しを！
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育休

（取得例）

産 休

育休 育休

母

出生
出生後

8週 1歳

パ
パ
育
休

パ
パ
育
休

育休 （最大1年間）

父
例１

父
例２

1歳半 2歳

育休 育休

育休 育休

育休

育休 育休

分割可能
うち
28日間

育休

保育所に入れない等の場合のみ

開始日
柔軟化

分割可能

20



⑨⑤育児休業取得状況の公表（対象：労働者1000人超）

公表内容：直前の事業年度の男性の①「育児休業等の取得割合」

又は②「育児休業等と育児目的休暇の割合」

・算定期間（R4.4月～R5.3月）
・（①②のどちらの値か）

①男性の育児休業等の取得割合

①育児休業等をした男性労働者の数

男性労働者であり、配偶者が出産した者の数
（小数第1位以下切り捨て）

概ね3か月以内に
自社のホームぺージ
両立支援のひろば等
で公表

＋
育児を目的とした休暇制度を利用した者の数②

②男性の育児休業等と育児目的休暇の割合

※2：企業独自の育児目的の休暇（年次有給休暇、子の看護休暇は除く）

※1：法第23条2項、
第24条第1項の休業

※1

※2

21

R5.4月～
300

R7.4月～



⑥子の看護休暇の対象、取得事由拡大 R７.４月～

22
※介護休暇も労使協定により除外できる労働者から（１）が撤廃されています！



⑧-1テレワーク導入の努力義務化 R７.４月～
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⑦所定外労働の制限の対象拡大 R７.４月～

・3歳に満たない子を養育する労働者
・家族の介護をする労働者で

介護休業していない者

テレワークの選択が
できるよう努力義務



⑧-2短時間勤務の代替措置にテレワークを追加 R７.４月～

24

育児のための短時間勤務制度とは？

3歳に満たない子を養育する労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間短縮の措置。
⇨原則、1日の所定労働時間を6時間とする措置（短時間勤務制度）

※業務の性質や実施体制に照らして困難な労働者は、労使協定で除外可能
↓

代替措置
育児休業に準ずる措置

又は
始業時刻変更等の措置

・フレックスタイム制
・始業又は終業の時刻の繰上げ繰下げ制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、ベビーシッターの手配等
・テレワーク追加

⑨育児休業取得状況の公表義務企業拡大(300人超企業) → ⑤で説明



①育児休業・出生時育児休業に関する制度内容
②育児休業・出生時育児休業の申出先
③育児休業給付に関すること
④休業期間に負担すべき社会保険料の取扱い

（本人又は配偶者の）妊娠・出産等の申出をした労働者

育児休業取得の意向（検討中もOK）

①面談（オンライン可）
②書面交付
③FAX
④電子メール等

出産予定日の１か月半以上前 ⇒ 出産予定日の１か月前まで
〃 １か月半前から１か月前の間 ⇒ 申出から２週間以内など
〃 １か月前から２週間前の間 ⇒ 申出から１週間以内など
〃 ２週間前以降や、子の出生後 ⇒ できる限り速やかに

（労働者が希望した場合のみ）

⑩ー１個別の制度周知・意向確認 R7.4月～
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家族の介護を申出た労働者・40歳になる労働者

介護休業・介護両立支援制度等に関する制度内容

介護休業給付に関すること
介護休業・介護両立支援制度等に関する申出先

※介護休業中は社保免除にならない

介護休業、介護両立支援制度等利用の意向（申出時のみ ※40歳時は不要）

※40歳時は①～④どの方法でも可
※介護休業の申出⇨原則２間前まで

所定外・時間外・深夜業の制限⇨1か月前まで
所定労働時間の短縮等の措置⇨会社による
介護休暇⇨当日の電話でも可

40歳 ⇨ 40歳になる年度中 or 40歳の間（誕生日～の1年間）

制度利用できるよう、
速やかにした方がいい
のでは

対象者

周知事項

確認事項

方法

実施時期

【介護の両立支援制度等】
・介護休暇
・所定外制限
・時間外制限
・深夜業制限
・所定労働短縮等の措置

介護



⑩ー２介護休業等を取得しやすい雇用環境の整備 R７.4月～

介護休業、介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにす
るため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければならない。

①介護休業、介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業、介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
③自社の労働者の介護休業、介護両立支援制度等の

取得事例の収集・提供
④自社の労働者への介護休業取得促進、

介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

26

介護



①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日/月)
③保育施設の設置運営等
④新たな休暇の付与(10日/年)
⑤短時間勤務制度

の中から２以上の制度を選択して措置を講じる。
労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択して利用可

※事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取が必要

27

⑪3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する
柔軟な働き方実現のための措置の義務化 R7.10月～

3歳～小学校就学前の子を養育する労働者（※）について

フルタイムでの柔軟な働き方
※テレワーク等と新たな休暇は、原則時間単位で取得可能

さらに・・・個別周知＋意向確認、意向の聴取＋配慮も必要

※労使協定によって除外可能
・入社1年未満の労働者
・週所定労働日数が2日以下の者



⑪柔軟な働き方実現のための措置の義務化
ー個別周知と意向確認、意向聴取と配慮ー R7.10月～

対象者 養育する子が3歳以上～小学校就学前となる労働者

周知事項

①措置内容（前スライド①～⑤のうちの選択した2以上について）
②申出先
③所定外労働の制限
時間外労働の制限 小学校就学前まで利用できる制度
深夜業の制限

確認事項 制度利用の意向

方法

①面談（オンライン可）
②書面交付
③FAX
④電子メール等

実施時期
子が1歳11か月になった翌日～2歳11か月になる日までの1年間
その他、新たに対象労働者を雇用した場合等

28

（労働者が希望した場合のみ）

3歳前

＋意向の聴取（勤務時間帯、勤務地等の働き方）➡ 労働条件の見直し等の配慮



⑫両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化 R7.10月～

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
が事業主に義務付けられます。

妊娠しました

勤務時間帯や勤務地、
両立支援制度の利用期間 の希望
等（＝意向）はありませんか？

時間帯や配置、業務量の調整、
制度の利用期間等の見直し、労
働条件の見直し等について、
自社の状況に応じて配慮します。

意向聴取
配慮

妊娠・出産
申出

29

個別周知
意向確認 ＋➡

制度利用について 離職防止の観点から

R７.10月～
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出産
(予定)日

妊娠
判明

産前
６週間

産後
８週間

１歳 １歳
６か月 ３歳 就学

所定外労働の制限（契約上定めた時間を超える残業）
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

時間外労働（法律で定められている時間を超える残業）・深夜業の制限
・労働者の請求で、制限時間（１月２４時間、１年１５０時間）を超える時間外労働・22時～5時の労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

子の看護等休暇
・病気・けがをした子の看護や、予防接種・健康診断を受けさせる、入学式等のため利用可
・子が１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（時間単位で利用可）

育児休業 【原則】1歳までの期間（最⾧２歳）

２歳

出生時育児休業
(産後パパ育休)

１歳
2か月

小学校
３年生

延長

延長

申出後 個別周知
意向確認

所定労働時間の短縮措置等
【原則】 短時間勤務制度 （１日の所定労働時間を６時間に短縮）
※短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置有り➡テレワーク追加

３歳前に
個別周知
意向確認

意向聴取
配慮

意向聴取
配慮

テレワーク努力義務
柔軟な
働き方
の措置

300人超企業：取得状況公表

：令和7年4月
：令和7年10月
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厚生労働省ホームページ
「子ども・子育て支援法等の
一部を改正する法律」の改正
内容より抜粋

（出生後休業支援給付）
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厚生労働省ホームページ
「子ども・子育て支援法等の
一部を改正する法律」の改正
内容より抜粋



①課題抽出 ②対応策の検討

（アンケート、ご意見箱等） （先進企業の事例を探る等）

・代替要員不足 ➡ 新たな採用困難 ➡ 業務量削減 ➡ 業務の効率化
➡ 周りの社員でカバー ➡ 属人化しない仕組み

（業務代替手当） マニュアル作成
1人2役のマルチタスク化
2人1組のペアワーク

・経済的不安 ➡ 育児休業給付金、社会保険料免除等の制度周知
具体的な休業中の収入額シミュレーション（短期、⾧期比較等）
取得者に対する手当や奨励金等の支給（助成金等の活用）

・職場風土 ➡ 社員の知識不足 ➡ 研修（育児介護休業、ハラスメント含む）
➡ 実績がない ➡ 制度や取得促進の方針周知、役職者の積極的な取得

35

育児休業取得率を上げるためには・・・



育休取得のメリット

家事・育児はマルチタスク
→仕事にもいきる

（同時遂行、優先順位等）

育児は忍耐力、伝え方も
鍛えられる…

他者の仕事のフォロー
→部下が育つきっかけ

チームワーク向上

両立支援等助成金
くるみん助成金

夫婦・家族関係が
より良好に！

→熟年離婚防止

職場環境改善
→人材確保・定着
モチベーションup

認定制度
Nぴか
くるみん

子どもにとっても
メリット大

→未来の日本を担う
次世代育成

産後うつ予防
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パワーハラスメント防止措置

職場におけるハラスメント
職場とは…労働者が業務を遂行する場所（業務の延⾧となる場合含む）

①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの

この３要素をすべて満たすもの＝パワハラ

※要素を考慮し
個別に判断

（大企業 2020.6.1～
中小企業 2022.4.1～）

定
義
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代表的な言動の類型 例

（１）身体的な攻撃
（暴行・傷害）

殴打、蹴り、物を投げるなど

（２）精神的な攻撃
（脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言）

人格否定発言、⾧時間の厳しい叱責を繰り返す、他の労働者の面
前で威圧手金叱責を繰り返す（メール等も含む）

（３）人間関係からの切り離し
（隔離・仲間外し・無視）

仕事を外す、⾧期間にわたり別室へ隔離、集団無視

（４）過大な要求
（業務上明らかに不要なこと、

遂行不不可能なことの強制・仕事の妨害）

⾧期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で業務に関係の
な作業をさせる、必要な教育を行わないまま到底達成困難な程度
の目標を課し、達成できないと厳しく叱責する

（５）過小な要求
（合理性なく程度の低い仕事を命じる・

仕事を与えない）

管理職の者を退職させるため、誰でもできるようなことをさせる、
嫌がらせのために仕事を与えない

（６）個の侵害
（私的なことに過度に立ち入る）

職場内外での継続的な監視、私物の写真撮影
個人情報を当該労働者の許可なく暴露する

パワーハラスメントの６類型
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・セクシュアルハラスメント（男女雇用機会均等法）
・妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント（均等法＋育児・介護休業法）
・パワーハラスメント（労働施策総合推進法）

講ずべき措置はほぼ同じ
※複合的に生じることも想定されるため、一元的な対応が望まれる。

（大企業 2020.6.1～
中小企業 2022.4.1～）

主に周知・啓発

法律で防止措置が義務付けられているもの

☑就業規則に、ハラスメント防止規定を盛り込む
（委任規定を設けた上で、詳細を別規定に定める）

or
☑就業規則に明記されていない事項はリーフレット等で周知する

・行為者への対処（懲戒等）については就業規則への規定が必要

39

＋事案が発生したら
その対応



①・ハラスメントの内容
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針

※妊娠・出産、育児休業ハラスメントのみ下記2点も必要

・それらに関する否定的な言動がハラスメントの発生の原因や背景となり得ること
・制度等の利用ができることを明確化すること

②行為者への対処の方針・内容

③相談窓口を定め、労働者に周知
④相談窓口担当者が内容や状況に応じ適切に対応できるようにする

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

服務規律

懲戒規定

相談（苦情を含む）体制の整備

40

管理監督者含む全労働者へ
周知・啓発

予防



⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
確認ができた場合

⑥速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行う（配置転換、謝罪等）
⑦行為者に対する措置を適正に行う（就業規則に基づいた懲戒）
⑧再発防止に向けた措置を講じる（研修等）

ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

併せて講ずべき措置
⑨プライバシー保護のための措置の実施と周知
⑩相談、協力等を理由に不利益取扱いをされない旨の定めと周知・啓発

具体的には
・相談したこと、事実確認等に協力したこと、
・都道府県労働局に対する相談、紛争解決援助・調停制度の利用等を利用したこと等

それらを理由に解雇・降格等の不利益な取り扱いはしません！
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望ましい取組

（１）各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備
（２）ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組

※妊娠・出産・育児休業等ハラスメントは必要な措置を講じる必要有

（３）労働者や労働組合などの参画を得つつ、運用状況の把握や見直しの
検討等に努める

・事業主自らもその言動に注意を払うよう努めることが望ましい
・他社の労働者からのパワーハラスメント、顧客等からの著しい迷惑行為

に関しても、相談に応じ、被害者の配慮のための取組を行い、被害を
防止するための取組を行うこと

例えば…
・周囲の労働者への業務を軽減するよう、

業務分担の見直しを行う。
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被害者 ②ハラスメント

③相談

④事実確認 第３者

⑤被害者へ
配慮

⑥加害者へ
処分

①ハラスメント防止措置
・ハラスメント許しません！
・行為者は懲戒処分します！
・窓口で適切に対応します！
・プライバシーは守ります！
・不利益な取り扱いは禁止！

・人間失格！
・育休とるだと⁈
・二人っきりで

飲みに行こう

⑦再発防止

加害者

ハラスメント
うけてます

ハラスメントを
目撃しました
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パワーハラスメントについて裁判で問われた法的な責任の例

・安全配慮義務違反による債務不履行責任
（使用者が労働者に対し負っている安全配慮義務に違反すると認められる場合）

・権利の濫用等による不法行為責任
（業務命令権や人事権などの範囲の逸脱・濫用であると認められる場合）

・使用者責任としての不法行為責任
（企業が遂行する事業に関して、使用する労働者が第三者に損害を与えた場合）

・パワハラは加害者だけが責任を負うのか？
→仮に企業が加 担していなくとも、裁判により、その責任を問われる可能性があります。

44



・使用者責任 （民法第715条）
１．ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について、

第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、

または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときはこの限りではない。

２．使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

３．前２項の規定は使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

・安全配慮義務

（労働契約法第５条）

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、

必要な配慮をするものとする。

（労働安全衛生法第７１条の２）

事業所は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るために次の措置を継続的かつ計画的に講ずること

により、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない

１ 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

２ 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置

３ 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

４ 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
45



事実確認

配慮

・謝罪しろ！
・慰謝料払え！

・事実確認が不十分
・処分が重すぎる

・標的が自分に
なった

・不利益取扱いを
受けた

・防止措置をしていない！
・相談に対応してくれない
・安全が確保されてない！
・慰謝料払え
・精神疾患になった

損害賠償

懲戒無効

処分

相談

ハラスメント防止措置

被害者 加害者

債務不履行
不法行為 使用者責任

安全配慮義務違反
防止措置義務違反

第３者

損害賠償

46



47

引用:⾧崎労働局ホームページ
様式ダウンロード集
ハラスメント周知文

あかるい職場応援団 研修資料や動画もあるのでオススメ
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損害賠償等の経済的損失

・事実確認
・配置変更
・処分検討

→時間、労力がかかる

企業イメージダウン
→採用コスト増加

ハラスメントが及ぼす職場への影響

職場環境悪化
→・人材離れ

・社員のモチベーショdown
・生産性の低下

サポートコストがかかる
→・配置変更

・休職者発生（労働力不足）
・メンタルケア
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時間外
（8時間/日、40時間/週 超）

深夜
（22ー5時）

休日
（法定休日）

割
増
率

60時間以下
25％

60時間超
50％ 25％ 35％

割増賃金率の引き上げ （大企業 2010.４.1～
中小企業 2023.4.1～）

☑就業規則に60時間超えた場合の割増率を追記
☑法定休日の明確化

休日・深夜との関係との関係は？
・深 夜 ： 時間外に合算

（ 50％＋25％＝75％）

・法 定 休 日 ：毎週1日又は4週4日
※時間外の概念なし

・法定外休日：上記以外の所定休日等
＝所定 or 時間外

月 火 水 木 金 土 日
12h 8h 4h 8h 8h 休 10h

40h

日曜日が…
法定休日 ⇒ 休日（35％）

法定外休日 ⇒  時間外
（ 50％）

時間外
⇒4h(50％）

うち1h深夜
⇒1h（+25%）

（例）

(既に時間外60h超えた月、週休2日制）

※限度時間 25％上回るよう
1か月：45時間 努力義務
1年 ：360時間
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代替休暇
の時間数

法定時間外
労働時間/月 ー 60 × 換算率＝

（例）時間外労働：80時間/月

代替休暇：引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与

8h/日、40h/週
の範囲内

～45h
45h超

60h超

← 1.00

← 1.25
← 1.25～（努力）

←1.50

割増
賃金率

休暇に代替
できる部分

限度時間

60h超で
支払うべき
割増賃金額

代替休暇取得時
に支払うべき
割増賃金率

ー

・（80-60）× 0.25 ＝ 5時間の代替休暇

換算率 1.50-1.25

・ 80時間分×1.25の割増賃金

代替休暇不可
必ず金銭支払

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法

労使協定で定める事項（届出不要）
①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払い方法

☑就業規則への規定＋労使協定の締結が必要

51



②代替休暇の単位：1日、半日、1日または半日
※半日は午前３時間、午後４時間等もOK

※端数がある場合
（１）賃金で支払う、（２）他の休暇と合わせて、半日、１日の休暇としてもよい

③代替休暇を与えることができる期間
60h超えた月の末日の翌日から2か月以内の期間で与える

④代替休暇取得日の決定方法、割増賃金の支払日
※取得するかどうかは労働者に委ねられている

・割増賃金50％で支給→「代替休暇取得したい」→過払い金の清算が必要
・代替休暇取得予定→2か月以内に取得できず→不足分の割増賃金支払い

4月 5月 6月

時間外
80h

休息確保の目的

代替取得の有無で
割増賃金の金額変更
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出典：厚生労働省 改正労働基準法のポイント
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出典：厚生労働省 改正労働基準法のポイント
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対象者 明示のタイミング 追加される明示事項

全ての労働者 全ての契約締結・更新時 ・就業場所の変更の範囲
・従事すべき業務の変更の範囲

有期契約の労働者

（無期転換申込権が
発生する労働者）

有期労働契約の締結・更新時 ・更新上限の有無
（通算契約期間、更新回数の上限）
※更新上限を新設・短縮する場合は
あらかじめ要説明。

無期転換申し込み権が発生する
（既に発生している場合含む）
有期労働契約の更新時

・無期転換申し込み機会
・無期転換後の労働条件
※労働条件の決定において、通常の労働者
とのバランスを考慮した事項について説明
努力

労働条件明示ルールの変更

55



絶対的明示事項（昇給以外は書面交付） 相対的明示事項（定めをする場合のみ明示、口頭可）

(1)労働契約の期間に関する事項 (7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職
手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の
支払いの時期に関する事項

(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関
する事項

(8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及
びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

(3)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 (9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に
関する事項

(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有
無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分
けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

(10)安全及び衛生に関する事項

(11)職業訓練に関する事項

(5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)
の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払
の時期並びに（昇給）に関する事項

(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(13)表彰及び制裁に関する事項

(6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (14)休職に関する事項

労働条件の明示とは？ （労働基準法第15条第１項）

＋変更の範囲

＋更新上限の有無

（新設）無期転換申込権が発生する契約更新時
＋無期転換申込機会の明示 ＋無期転換後の労働条件

※パートタイム有期雇用労働法第６条
昇給・賞与・退職金の有無、相談窓口の明示
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無期転換ルールとは？

無期転換申込機会の明示
無期転換後の労働条件の明示

引用：無期転換ポータルサイト

1年

転換せず有期を繰り返す場合

1年 1年

更新 更新 更新

転換せず
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※パートタイム有期雇用
労働法第1６条
相談体制の整備



厚生労働省
モデル労働省 引用

有期労働契約の
締結・更新時

無期転換申込権が
発生する有期労働
契約の更新時

※初回に限らず、
更新のたびに必要

全ての労働契約の
締結・更新時
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雇い入れ直後 変更の範囲
（限定なし） ⾧崎支店 会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

本社及び労働者の自宅 本社及び全ての支店、営業所、労働者の自宅
（一部限定） 諫早営業所 原則、⾧崎県内

（ただし、九州県内に事業所が新設された場合、希
望に応じて当該事業所に移動することがある）

（限定あり） 大村センター 変更なし

（一時的に限定あり） 佐世保支店 会社の定める支店
（ただし就業規則第25条に基づき、会社の承認を
受けた場合は、本則第26各ブロックのいずれかの
ブロックとする。）
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就業場所

就業規則 第２５条 労働者が希望し、承認された場合は、一時的に勤務地域を限定する。
第２６条 勤務地域を限定する場合は地域を下記のブロック単位とする。

Aブロック：佐世保市、平戸市 Bブロック：⾧崎市、諫早市
Cブロック：島原市 Dブロック：五島市
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雇い入れ直後 変更の範囲

（限定なし） 会計業務 会社の定める業務

営業職 全ての業務への配置転換あり

（一部限定） 運送 運送及び運行管理
（ただし出向規定に従って出向有り、その場合は出向
先の定める業務）

（限定あり） 理美容業務 変更なし

（一時的に限定あり） 企画立案 就業規則に規定する総合職の業務
（ただし会社の承認を受けた場合は業務を限定する。
詳細は就業規則第27、28条参照）

従事すべき業務

※配置転換や在籍型出向の際の転換先、出向先の場所や業務を含む。
※臨時的な他部門への応援や出張、研修等、一時的に変更される際の変更先は含まない。

就業規則 第２７条 総合職は企画立案、折衝調整、営業、管理業務にわたる総合
的な業務を行う。

第２８条 労働者が希望し、承認された場合は、一時的に総合職の業務
を一部限定する。



障害者雇用促進法の改正

令和５年４月１日施行

令和６年４月１日施行

令和７年４月１日施行

①調整金支給額の見直し (27,000年⇒29.000円)
②精神障害者の算定特例の延⾧

③法定雇用率の引き上げ （2.3％⇒2.5%）
④特定短時間労働者の雇用率への算定
⑤特例給付金の廃止
⑥一定数を超えた場合の障害者雇用調整金・報奨金の支給額調整

⑦除外率の引き下げ
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現行 令和6年4月 令和8年7月

民間企業の
法定雇用率 2.3% 2.5％ 2.7％

対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

障害者の法定雇用率引き上げ

※短時間労働者は、原則、1人を0.5人としてカウント。
※重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。

〃 の短時間労働者は１人としてカウント。

R7.4月
除外率も10ポイント引き下げ

障害者雇用率 ＝
対象障害者である常用労働者＋失業している対象障害者

常用労働者 + 失業者

R6.4月～

☑毎年6月1日～ 障害者雇用状況報告書を提出

※障害者雇用が困難な業種への義務軽減
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常用労働者総数ー（常用労働者×除外率）
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常用労働者とは？ （例）
・正社員30人
・短時間労働者40人

↓
常用労働者数

30＋（40×0.5）＝50人
↓

50×0.025＝1.25
法定雇用率 ※端数切捨

↓
障害者1人雇用

※除外率30%だったら…
↓

（50×0.3）＝ 15人除外
↓

常用労働者数
50-15＝35人



障害者雇用率制度における算定方法

週所定
労働時間

通常の労働者
３０時間以上

短時間労働者
２０時間以上
３０時間未満

身体 ※1

障害者
１ ０．５

重度※４ ２ １
知的 ※２

障害者
１ ０．５

重度※５ ２ １

精神障害者※３ １ ０．５

特定短時間労働者
１０時間以上
２０時間未満

ー

０．５
ー

０．５

０．５

Ｒ６.４～

 延⾧  ＋ 要件緩和
当分の間、継続 雇入れからの期間に関係なくＯＫ

雇入れから３年以内の方 又は
精神障害者保健福祉手帳取得
から３年以内の方（～R5.3月）

特例給付金も廃止
（経過措置有り）

特定短時間労働者の雇用率への算定

Ｒ５.４～

精神障害者の算定特例

1

半分

倍
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※１ 身体障害者手帳1～6級又は7級重複
※２ 知的障害者と判断
※３ 精神障害者保険福祉手帳所持
※４ 身体障害者手帳1,2級又は3級重複
※５ 重度と判断（療育手帳がA相当）



・障害者雇用納付金（常用労働者が100人を超える事業主）
不足1人につき5万円/月
※雇用義務が免除されるわけではないことに注意

・障害者雇用調整金（常用労働者が100人を超える事業主）
超過一人につき29,000円/月

※令和6年4月支給額調整⇒令和7年度反映
支給対象人数が10人（年120人）を超える場合には、超過人数分は23,000円/月(6,00円調整）

・報奨金（100人以下）

一定数を超えて雇用している場合、超過一人につき21,000円
※令和6年4月支給額調整⇒令和7年度反映

支給対象人数が35人（年420人）を超える場合には、超過人数分は16,000円/月（5,000円調整）

※このほか「在宅就業者特例有調整金」「在宅就業者特例有報奨金」も有り

■法定雇用率を満たせないとどうなる？

■法定雇用率を上回る雇用をすると？
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本日の内容

• 改正育児介護休業法 ➡ 規定の見直し、雇用環境の整備、

柔軟な働き方の措置、

• パワーハラスメント防止措置 ➡ 周知、啓発

• 時間外労働の割増賃金率の引き上げ ➡ 時間外労働の適正な把握

• 労働条件明示義務 ➡ 変更の範囲、有期の更新回数上限、

無期変更ルールの再確認

• 障害者の法定雇用率の引き上げ、算定特例 ➡ 障害者雇用の準備
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職場環境を整え、
魅力的な会社へ！

ますますの御発展を
お祈りいたします

ご清聴ありがとうございました。

髙橋社会保険労務士事務所 髙橋 史織
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